
第六管区海上保安本部では、これから夏季のマリンレジャーシーズン・夏休みを迎え、マリンレ
ジャー活動に伴う事故、特に若年齢層の事故の減少を図るため、 ７月１日（木）から８月３１日（火）ま

での２ヵ月間、夏季安全推進活動を実施します。また、同期間中プレジャーボート等及び小型漁船乗
船者のライフジャケット着用率調査を実施します。

夏のマリンレジャーの注意事項
六管区内の平成２１年夏季（７～８月）のマリンレジャー事故発生状況は、事故

者数３５人で、このうち８人の方が亡くなっています。例年、夏季期間中は、マリ
ンレジャー活動の活発化に伴い、遊泳中や水上オートバイに関係する事故が増
加します。
水上オートバイに関係する事故では、バナナボートなど遊具に乗っている方が

負傷する事故が多く発生しており、操船者はもちろん遊具に乗っている方も注意
が大切です。

【大切な命！自分で守る ３つの基本】

【遊泳者の皆様へ】
・ 就学前の小さいお子さんからは、絶対に目を離さないことが必要です。
・ 遊泳禁止場所では絶対に泳いではいけません。
・ 睡眠不足や飲酒状態での遊泳も避けましょう。
【プレジャーボート・水上オートバイ愛好者の皆様へ】
・ 発航前に点検を実施し、見張りを十分にして危険操縦はやめましょう。
・ バナナボートなどの遊具は安全な海域で行い、落水時のけがに注意しましょう。

小学校プールでの安全講習（平成２１年）

海の事件・事故は
「１１８番」

ライフジャケットの
常時着用

適切な連絡手段の
確保 １１８番

平成２１年夏季（７～８月）のマリンレジャー事故発生状況

夏のマリンレジャーシーズンに備えて
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夏季安全推進活動の安全啓発用リーフレットを作成しましたので、巡回等に併せて配布します。

若年齢層に対するマリンレジャー安全講習会の実施
六管区では、若年齢層に対するマリンレジャーに伴う海浜事故防止のため、小中学生等を対象に、学校の

プール等でライフジャケット等を使用して、安全講習会を実施しており、平成２１年は、夏季期間中に３４回、
約２，９００人に対して実施しました。今年も昨年同様に小中学校等において予定しており、ライフジャケットの
ほかペットボトルなど身近にあるものが、いざという場合には浮力を得ることができることを紹介します（別紙
参照）。






